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４ 非農地認定に関する件
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10  平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）
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５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について
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議    長 開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和元年度第３回総会を開催いたしま

す。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、有村浩一委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、堂免委員、松下委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題３．｢農地法第５条許可申請に関する件」、議題５．｢農用地利用集積計画に

関する件」につきましては、議事参与の制限となっておりますのでよろしくお願

いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～４ページ ９件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：規模拡大、譲渡理由：相手要望、権利の種別の内容：所

有権移転、売買。

番号２号、相手希望、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、相手要望、農業廃止、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号６号、相手要望、農業廃止、所有権移転、売買。

番号７号、規模拡大、労力不足、所有権移転、売買。

番号８号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

番号９号、相手要望、経営縮小、所有権移転、売買。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」９件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題２．農地法第４条許可申請に関する件

５ページ １件

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：駐車場、駐車場１，２３７．００㎡、周囲の状

況及び被害防除計画：東・北…宅地、西・南…市道、境界…ブロック積、雨水…

市道側溝。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題３．農地法第５条許可申請に関する件

６ページ～１２ページ ２１件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

１２ページ、番号１９、２０号につきましては、７番委員自身が申請人、番号

２１号につきましては、７番委員が、申請代理人となっている案件でございます。

従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条の

規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、そ

の間に審議し、再び着席していただくことにします。

（７番委員離席後）

それでは、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１９号、権利の種別：所有権移転、贈与、転用目的・施設等：植林、クヌ

ギ３０本１２５．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…別件５条申請地、

西…原野、南…私道、北…原野、別件５条申請地、境界…土留、雨水…自然流下。

番号２０号、所有権移転、贈与、植林、クヌギ１００本４３９．００㎡、東…

私道、西…原野、別件５条申請地、北…原野、他人畑、南…私道、別件５条申請

地、境界…土留、雨水…自然流下。

番号２１号、所有権移転、贈与、植林、クヌギ５０本２３７．００㎡、東・西

…原野、南…他人畑、北…私道、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように第２種

農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」番号１９～２１号につきましては、原案どおり許可するものと決

定し、申請人に許可書を交付することといたします。

次の案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。

（７番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

まず、谷山、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：使用貸借権、設定、転用目的・施設等：一般住宅、住

家１棟６１．２７㎡、庭敷地等１５１．７３㎡、周囲の状況及び被害防除計画：

東…里道、西・北…宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水

…合併浄化槽。

申請人は、無断で昭和５８年ごろに倉庫を設置しており、今回始末書添付のう

え申請されたものです。

代理人を通じて、転用を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこ

と、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。

番号２号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟１９４．１８㎡、庭敷地等

２６７．８２㎡、東…宅地、西…里道、南・北…他人畑、境界…ブロック積、雨

水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号３号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１０７．４０㎡、庭敷地等

２２７．６０㎡、東・南…他人畑、西…他人畑、別件５条申請地、北…宅地、境

界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号４号、使用貸借権、設定、通路、通路１０３．００㎡、東…渡人畑、別件

５条申請地、西・南…渡人畑、北…渡人畑、里道、境界…ブロック積、雨水…自

然流下。

番号５号、賃借権、設定、仮設事務所、仮設事務所２棟１５０．００㎡、駐車

場等３００．００㎡、東・西・北…他人畑、南…市道、境界…土留、雨水…自然

流下、汚水…汲み取り。

この件について補足説明します。

申請地は、谷山支所から南西へ約３．２㎞に位置する農用地区域内の農地に該

当します。

申請人は市内で建設業を営む法人で、申請地近くで救護施設建設を請け負って

おり、そのための現場事務所及び従業員の駐車場として、一時的に転用するもの

です。しかし、必要な手続きを経ずに、すでに平成３１年３月から使用していた

ことから、手続きについて指導し、今回、始末書添付の上、申請されたものです。

申請人には、転用を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、

今後はこのようなことがないよう、指導いたしました。

なお、農用地区域内であるため、一時転用期間終了後は、元の農地へ復元する

ことになります。

番号６号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟９４．４０㎡、庭敷地等１

４４．６０㎡、東・西・南…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道

側溝、汚水…合併浄化槽。

番号７号、所有権移転、売買、建売住宅、住家１棟９９．３７㎡、庭敷地等３

５９．６３㎡、東…渡人畑、南…宅地、西…市道、宅地、北…他人畑、宅地、境

界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号８号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８６．５３㎡、庭敷地等１

４１．４７㎡、東…他人畑、私道、西・北…渡人畑、南…里道、境界…ブロック

積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。
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議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟７２．８７㎡、庭敷地等２

５３．１３㎡、東…里道、西・南…貸人畑、北…宅地、境界…ブロック積、雨水

…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１０号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１０６．５２㎡、庭敷地

等１９３．４８㎡、東…別件５条申請地、西・南・北…渡人畑、境界…ブロック

積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１１号、所有権移転、売買、通路、通路１４９．００㎡、東…渡人畑、西

…別件５条申請地、南…里道、他人畑、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…里

道側溝。

番号１２号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場３１６．００㎡、駐車場

２２５．００㎡、通路等２８４．００㎡、東…他人田、西・北…原野、南…市道、

境界…ブロック積、雨水…市道側溝。

番号１３号、所有権移転、売買、駐車場、駐車場２００．００㎡、通路等２５

８．００㎡、東…市道、西…水路、南…宅地、北…他人田、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１４号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１０６．７６㎡、庭敷地

等２０３．２４㎡、東・北…農道、西…他人畑、南…里道、境界…ブロック積、

雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１５号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１２０．０３㎡、庭敷地

等４１２．９７㎡、東…他人田、西…市道、南…里道、北…他人畑、境界…コン

クリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１６号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟７５．３３㎡、庭敷地等

３１７．６７㎡、東…私道、西…他人畑、南・北…宅地、境界…ブロック積、雨

水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号１７、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１０１．８５㎡、庭敷地等

２１０．１５㎡、東…雑種地、西・南…貸人畑、北…市道、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。
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８ 番 委 員 ご報告します。

番号１８号、所有権移転、売買、駐車場、車庫１棟３２．６７㎡、駐車場１９．

８０㎡、転回場等５７．３３㎡、東・西・南…宅地、北…市道、境界…ブロック

積、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、一時

転用の番号５号は農用地区域内農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該

当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号５ですが、農地区分のところが空白になっているのは、農用内ということ

で、空白になっているのですか。書く必要はないのですか。

事 務 局 農用地区域内農地につきましては、議案書の農振区分のところに、農用内と表

記がございますので、これまでも、ここの農地区分の表記は農用地区域内農地で

あれば、空白となっているところでございます。

９ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、農用地区域内農地である番号５号につきましては、「県農業会議」に意見

聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することとい

たします。
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議題４．非農地認定に関する件

１３ページ～１４ページ ５件

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。

それでは、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号４号、調査結果：倉庫１棟、１５年経過、現況宅地。

番号５号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関する

件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題５．農用地利用集積計画に関する件

１５ページ～２８ページ ３３件

議    長 次に、議題５．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

審議の前に、先月の総会で質問がありました件につきまして、事務局より説明

がございます。

事 務 局 先月の第１回総会の利用権集積計画の審議の中で、「利用権設定がなされている

本市農地の面積はどのくらいなのか。」とのご質問がありました。

平成３１年３月末日時点における、本市の利用権設定が継続している面積につ

きましては、３５２ｈａでございましたのでその旨ご報告します。

以上でございます。
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議    長 それでは、議題に戻ります。

１９ページ、番号２、２８ページ、番号３２、３３号につきましては、７番委

員自身が、２１ページ、番号１２号につきましては、１２番委員自身が代表の農

地所有適格法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、７番委員、１２番委員におかれましては、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばら

く離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

まず、７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、番号２、３２、３３号につきまして、事務局から説明をお願いしま

す。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

１９ページをご覧ください。

番号２号、地目：田、面積１，０２１．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設

定期間１０年、区分：新規。

２８ページをご覧ください。

番号３２号、地目：田、面積１７８．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間１０年、区分：新規。

番号３３号、２筆で、地目：田、面積１，４７１．００㎡、権利の種類：使用

貸借権、設定期間１０年、区分：新規。

令和元年５月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号２、３２、３３号につきましては、原案どおり、承認するこ

とに決定いたします。

次の案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。１２番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員着席、１２番委員離席後）

それでは、番号１２号につきまして、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２１ページをご覧ください。

番号１２号、地目：田、面積９８７．００㎡、権利の種類：賃借権、設定期間

３年、区分：新規。

令和元年５月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１２号につきましては、原案どおり、承認することに決定い

たします。

次の案件の審議に入ります前に、１２番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（１２番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの２９件及び先ほどの４件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。
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事 務 局 議題５．「農用地利用集積計画に関する件」について、只今の分も含めまして、

ご説明申し上げます。

１５ページをお開きください。

「議案第５号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、令和元年５月３

１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権１４件１７，９２８．２４㎡、

うち新規１０件９，８８４．００㎡、賃借権１９件２８，１４４．００㎡、うち

新規９件１３，３４３．００㎡、合計３３件４６，０７２．２４㎡、うち新規１

９件２３．２２７．００㎡となっております。

次に１６ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多

い順に設定期間１０年が８件、３年が４件、５年、５年から１０年未満が各１件

となっております。

次に１７ページをお願いします。

これは、１５ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。多い

順に設定期間５年が６件、１年から３年未満、３年が各４件、１０年が３件、５

年から１０年未満が２件となっております。

次に１８ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権２５筆、賃借権２８筆、計５

３筆。面積は、田２３，０９３．００㎡、畑２２，９７９．２４㎡、計４６，０

７２．２４㎡うち更新分は、２２，８４５．２４㎡です。

利用権等の設定をする者及び受ける者は３３人。うち更新分は１４人となって

おります。

次に１９ページから２８ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計画

総括表の使用貸借権、賃借権、所有権の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種

類、始期、終期、１０a の賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書

です。お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題６．相続税の納税猶予に関する件

２９ページ～３０ページ ２件

議    長 次に、議題６．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 お手元の資料をご覧下さい。

この証明書の発行のため、今回継続２件の申請があり、２件とも令和元年５月

１５日に１３番委員、私、事務局職員４名の計６名で現地調査を行いましたので、

その結果についてご説明申し上げます。

まず番号１につきましては、相続開始年月日は平成２７年１１月２０日、申請

人は被相続人の子であり、今回が２回目の発行でございます。

申請は令和元年５月７日に提出されました。

今回調査いたしました特例適用農地は、全て現況畑でありまして、特例適用農

地１には、大根を作付予定とのことでした。特例適用農地２と３は続き地で、ビ

ニールハウスが５棟あり、ホウレンソウを作付中でした。なお、ビニールハウス

の一部を農業用物置場として利用していましたが、農地法施行規則第２９条の規

定により、農地転用は不要と判断しました。また、露地には、ジャガイモ、ナス、

ブロッコリ－を作付中でした。特例適用農地４には白ネギを作付予定とのことで

した。特例適用農地５、６、７は続き地で硬質ハウスが１棟あり、全てにホウレ

ンソウが作付中でありました。また、露地にはサツマイモを作付予定とのことで

した。

次に番号２をご覧ください。

こちらも先ほどの番号１と同様、相続税の納税猶予の申請に係るものでござい

ます。

相続開始日は平成１８年８月８日、申請人は被相続人の子であり、５回目の発

行でございます。

申請は、令和元年５月８日に提出されました。

今回、調査いたしました特例適用農地は、全て畑でありまして、特例適用農地

１はクルクマ・シャロームを植付中でした。特例適用農地２にはギガンジウムと

リアトリスが植付中であり、ジャガイモ、タマネギが作付中でありました。また、

キャベツが作付予定とのことでした。

従いまして、番号１と２の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行っ

ていることを確認しましたので、それぞれ「引き続き農業経営を行っている旨の

証明書」の発行については支障ないものと判断したところでございます。

以上で説明を終ります。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「相続税の納税猶予に

関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

それでは、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、資材置場

４．現況、申出地は、五ヶ別府町三重野地区にあり、谷山支所から北西へ約５．

７ｋｍに位置し、東・北側は他人畑、西側は里道、南側は水路に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書の通りで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題８．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関

する件」を審議します。別冊資料２です。

それでは、吉田、１２番委員お願いします。
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１ ２ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、牛舎・運動場・ロール置場

４．現況、申出地は、本名町都迫地区にあり、吉田支所から西へ約２．５ｋｍ

に位置し、東・南側は里道、西・北側は水路に接している。

５．意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果は別紙調書の

通りで、変更後の用途は牛舎・運動場・ロール置場であり、周辺農地への影響は

少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案ど

おり、承認することに決定いたします。

議題９．荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について

別冊資料３ ９４件

議    長 次に、議題９．「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判

定について」を審議します。別冊資料３です。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

調査筆数：１６筆、現況確認日：平成３１年４月２３日、農地・非農地の判断

結果：杉、檜、真竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたし

ました。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。３ページです。

調査筆数：１２筆、現況確認日：平成３１年４月２３日、農地・非農地の判断

結果：杉、孟宗竹・ゴキ竹・コサン竹・唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりす

べて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。４ページです。

調査筆数：３筆、現況確認日：令和元年５月１５日、農地・非農地の判断結果：

杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、東桜島、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。５ページです。

調査筆数：７筆、現況確認日：平成３１年４月１２日、農地・非農地の判断結

果：６筆が杉、雑木自然繁茂、現況山林により非農地、１筆が野菜作付中で農地

と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

調査筆数：２筆、現況確認日：平成３１年４月１６日、農地・非農地の判断結

果：孟宗竹・大名竹・ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判

断いたしました。

以上です。

議    長 次に、桜島、事務局お願いします。

桜 島 支 局 ご報告します。７ページです。

調査筆数：１０筆、現況確認日：平成３１年４月１２日、農地・非農地の判断

結果：唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。８ページです。

調査筆数：２０筆、現況確認日：平成３１年４月２２日、２３日、農地・非農

地の判断結果：杉、雌竹・孟宗竹・コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林によりす

べて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。９ページです。

調査筆数：１６筆、現況確認日：平成３１年４月２３日、農地・非農地の判断

結果：７筆が杉、真竹・孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林により非農地、７筆が

不耕作、２筆が梅・茶植付中で農地と判断いたしました。

以上です。



- 16 -

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

調査筆数：８筆、現況確認日：平成３１年４月２４日、農地・非農地の判断結

果：杉、檜、ゴキ竹・大名竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判

断いたしました。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「荒廃農地の発生・解

消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について」９４件につきましては、

調書のとおり判定することに決定いたします。

議題１０．平成３０年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価（案）について

  別冊資料４

議    長 次に、議題１０．「平成３０年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評

価（案）について」を審議します。別冊資料４です。

それでは、事務局より説明をお願いします。

事 務 局 「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」について

ご説明申し上げます。

この「点検・評価」につきましては、毎年度、６月３０日までに公表すること

になっておりますので、本日の総会において、ご承認いただいた後、市のホーム

ページにて公表し、国へ報告をすることといたします。

また、記載する実績数値等につきましては、市農林水産部から県に報告してい

る数値と整合を取るようにしております。

なお、３０年３月現在の現状及び課題につきましては、昨年、ご説明申し上げ

ました「３０年度の目標及び活動計画」と同様でございますので、説明を省略さ

せていただきます。

それでは、１ページをご覧ください。

「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」につきま

して、ご説明申し上げます。

平成３０年４月１日現在の「農業委員会の状況」でございますが、「１ 農業の

概要」及び「２ 農業委員会の現在の体制」は、昨年、ご説明申し上げました、

「３０年度の目標及び活動計画」と同様でございますので、お目通しをお願いい

たします。

次に、２ページをお開きください。

「担い手への農地の利用集積・集約化」のうち、「２ 平成３０年度の目標及び

実績」につきましては、集積目標４２２．４ｈａ、集積実績４１９．５ｈａ、う
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ち新規実績４４．２ｈａ、達成状況９９．３％となっております。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につ

きましては、お目通しをお願いいたします。

次に、３ページをご覧ください。

「Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」のうち、「２ 平成３０年度

の目標及び実績」につきましては、参入目標２０経営体６ｈａ、参入実績２１経

営体６．３ｈａ、達成状況 参入数１０５％、参入面積１０５％となっておりま

す。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につ

きましては、お目通しをお願いいたします。

次に、４ページをお開きください。

「４ 遊休農地に関する措置に関する評価」のうち、「２ 平成３０年度の目標及

び実績」につきましては、解消目標２２ａ、解消実績－１６．８ｈａ、達成状況  

－７６．４％となっております。

今年度から、県からの通知により、記載方法を変更しております。前年度まで

は３条申請等による解消面積を記載しておりましたが、今年度からは前年度の遊

休農地の面積から、今年度の遊休農地の面積を差し引いた面積を記載しておりま

す。

ちなみに、３条申請等による解消面積は、１１．６ｈａでした。

前年度の遊休農地面積５４４．７ｈａに対し、今年度の遊休農地面積は５６１．

５ｈａ、遊休農地の面積は１６．８ｈａ増でした。

「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及び活動に対する評価」につ

きましては、お目通しをお願いいたします。

次に、５ページをご覧ください。

「５ 違反転用への適正な対応」のうち、「２ 平成３０年度実績」につきまして

は、農地パトロール時の違反転用は、ございませんでした。

「３ 活動計画・実績及び評価」につきましては、お目通しをお願いいたしま

す。

次に、６ページをお開きください。

「６ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検」のうち、「１ 農地

法第３条に基づく許可事務」につきましては、１年間の処理件数１１８件、うち

許可１１８件、不許可０件となっております。

点検項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

「２ 農地転用に関する事務」につきましては、１年間の処理件数２９０件

点検項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

次に、７ページをご覧ください。

「３ 農地所有適格法人からの報告への対応」につきましては、管内の農地所

有適格法人数は、２５法人となっております。

点検項目及び実施状況につきましては、お目通しをお願いいたします。

「４ 情報の提供等」のうち、賃借料情報の調査・提供につきましては、調査

対象賃貸借件数は、３１４件、公表時期は、３０年１２月となっており、市ホー

ムページの掲載及び農業委員会だよりと一緒に配布し、農家等へ情報提供を行い

ました。

「農地の権利移動等の状況把握」及び「農地台帳の整備」につきましては、お



- 18 -

目通しをお願いいたします。

次に、８ページをお開きください。

「７ 地域農業者等からの要望・意見」につきましては、市及び国へ、農地等利

用最適化推進施策の改善についての意見として提出いたしました。

「８ 事務の実施状況の公表等」につきましては、市のホームページに公表して

おります。

以上で説明を終ります。

よろしく、ご審議いただきますようお願いいたします。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題１０．「平成３０年度の目標およびその達成に向けた活動の点

検・評価（案）について」は、原案どおり承認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３１ページ～３２ページ ２件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 報告します。３１ページです。

照会日：平成３１年４月２２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和元年５月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３２ページです。

照会日：平成３１年４月２２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和元年５月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。

以上です。

２．国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

３３ページ １件

議 長 続きまして、報告事項２「国土利用計画法による届出・土地に関する調書につ

いて」

それでは、谷山、事務局お願いします。

谷 山 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

この調書は、市街化調整区域内の５，０００㎡以上の土地の売買であるため、

申請人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が４月

９日に提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ、回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の所

在は記載のとおりであり、地目別面積は（田）９９０㎡、（畑）１，３０３㎡、転

用目的は住宅地造成です。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は市街化調整区域内であり、第２種

農地の５００ｍ以内農地に該当するものです。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが、農業振興地域内で農用地区域外です。

その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地には農地が含まれているので、

転用の際は農地法第５条第１項に基づく許可が必要であるが、登記地目が田・畑

である農地については、提出を受けた非農地証明願の現地調査の結果、すべて農

地ではないと判断されたことから、平成３０年１２月２７日に非農地証明を発行

済みである」と回答したところです。

以上のとおり、土地利用調整課へ４月２３日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。
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３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３４ページ～３５ページ ８件

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ３４ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は８件です。

登記地目別では、田１３筆、８，４８４．００㎡、畑１７筆、９，０８４．６

１㎡となっております。取得した事由別数は、相続が８件。権利の種別は、所有

権が８件。農業委員会によるあっせん等は、無が８件となっております。

３５ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。

４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

３６ページ～４２ページ ２５件

事 務 局 ３６ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係は、多い順に一般住宅が３件、駐車場が１件、合

計４件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１５件、店舗等が３件、その他が２件、

駐車場が１件、合計２１件となっております。

３７ページは、４条関係４件、３８ページから４２ページは、５条関係２１件

の内容です。お目通しをお願いいたします。
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５．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料５

事 務 局 報告事項５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料５をご覧ください。

この報告は、担い手への農地集積・集約化を推進することを目的に実施してい

る、農地利用の意向確認を内容とする鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点

検活動の、３月期の実施状況について報告するものです。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の３月期については、訪問戸数１６４戸、うち不在８

戸、調査回答戸数１５８戸、貸出希望７戸１７７．５９アール、借入希望２戸２

０．００アール、貸出実績４戸６３．１３アール、借入実績３戸２８．５９アー

ル、中間管理事業活用実績はございませんでした。

次に、下の段の累計については、訪問戸数１，７４６戸、うち不在５７戸、調

査回答戸数１，６７０戸、貸出希望１１３戸２，７００．０４アール、借入希望

２０戸１，２３９．００アール、貸出実績６戸８３．０７アール、借入実績３戸

２８．５９アール、中間管理事業活用実績はございませんでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時５５分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 ・令和元年度第４回総会（月例）開催日時は、

６月２７日（木）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・令和元年度第１回合同委員会開催日時は、

６月７日（金）午後２時３０分開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・農業委員、農地利用最適化推進委員『懇親会』開催日時は、

６月７日（金）午後５時３０分開催

アクアガーデンホテル福丸

以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時００分）


